
規

則 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
半
額
」
を
「
、
半
額
又
は
三
分
の
二
若
し
く
は
三
分
の
一
の
額
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
授
業
料
等
減
免
申
請
書
」
の
下
に
「
又
は
校
長
が
別
に
定
め
る
様
式

の
申
請
書
」
を
、
「
書
類
」
の
下
に
「
そ
の
他
必
要
な
書
類
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


